
 

 

 

 

令和2年6月23日 

 

 

行政評価局調査の実施 

 

総務省行政評価局では、行政評価等プログラムに基づき、令和2年6月から以下のテー

マについて行政評価局調査を実施します。 

 

 

  ○ 都道府県指定文化財（美術工芸品）の保護・承継に関する行政評価・監視 

    都道府県指定文化財の適切な保護・承継を図る観点から、都道府県指定文化財の区域外

移動の実態、区域外移動した場合の都道府県における対応状況を把握し、区域外移動した

文化財の保護・承継に係る対応上の課題等を明らかにし、関係行政の改善に資するために

実施 

 

 

公表資料 

（連絡先） 

＜都道府県指定文化財（美術工芸品）の保護・承継に関する行政評価・監視＞ 

総務省行政評価局評価監視官（財務、文部科学等担当） 

担当：森田 

電話：03-5253-5434（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5436 

 

＜行政評価局調査全般について＞ 

総務省行政評価局総務課 

担当：中山 

電話：03-5253-5407（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5412 






